
医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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医療での資格の電子化

デジタル改革関連６法案

I. 医師免許資格

●マイナンバーカード制度利活用案

― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

図2：デジタル改革関連法案の全体像
デジタル社会の形成を図るための関連法律の整備に関する法律案（仮称）の項目に医師免許証について医師免許等の
国家資格に関する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大（マイナンバー法等改正）と記載されています※5。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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図1：個人番号カード（表）※4

表 1：社会保障に係る資格の現状（社会保障資格マイナンバー活用検討会1 201020）　マイナンバー制度活用の対象31職種※6

マイナンバー制度活用の対象31職種

マイナンバー制度の利活用によって
期待できる事項

― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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表2：マイナポータルで提供される具体的なサービス※9

国家資格等管理システム（仮称）の
基本イメージ（案）

ホームページの広場 第36回 「医師免許証と健康保険証のICカード化」

― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

システムの整備について

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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表4：国家資格等管理システム （仮称）の基本イメージ（案）※10

「医師資格証」とは？

ホームページの広場 第36回 「医師免許証と健康保険証のICカード化」

― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

●医師資格証
　― 日本医師会発行 ICカード ―

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。

図3：医師資格証 発行数の推移※18　　医師資格証の発行状況
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― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

医師資格証発行への経緯

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

大阪府医師会と大阪医科大での
医師資格証発行率

「医師資格証」の記載事項

表3：大阪府医師会 と大阪医科大での医師資格証発行
 大阪府医師会 総務部 総務課企画室 松本様から
 2020/10/17時点

図5：医師資格証の外観※２１

① 医師資格証（名称） 
② 氏名/生年月日 
③ 日医会員ID/医籍登録番号 
 ※日医非会員の方は「非会員」と印字されます。
④ 医師資格証の有効期限 
 ※医師資格証の有効期間は5年間です
⑤ HPKIロゴ 
 ※2017年1月発行分より印刷されます。
⑥ 医師資格証所持者の写真 
 ※発行申請書に貼付した写真が印刷されます。
⑦ カードID 
 ※医師資格証ごとに、一意のIDが付与されます。
⑧ 医師資格証の発行日　※申請日とは異なります。

 項目 府全体 大阪医科大

 大阪府医師会会員数 17443名 531名

 会員取得者数 1015名 11名

 会員取得率 5.82% 2.07%

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

「医師資格証」でできること

図6：公益社団法人日本医師会が発行する医師資格証の
 提示による医師の資格確認について※23

図7：JAL DOCTOR登録制度 - JALマイレージバンク
 JAL DOCTOR登録画面※26

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

年会費について

医師資格証とマイナンバーカードとに
関する医師会発表資料

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。

健康保険証としての
マイナンバーカードの利用

II. 健康保険証



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード 

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下　マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、 「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、 同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、 デジタル・ガバメント実行計画（令和2年 
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、 国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、 内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても 
API（Application Programming Interface） 
として提供する ことで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム （仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14 
協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。
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― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、 が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）　

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。

受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。

オンライン資格確認導入関連費用の
補助金の概要

図8：令和3年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関・薬局に限りオンライン資格
 確認導入関連費用が補助上限まで全額補助の告知ホームページ※３８

カードリーダー



医療での資格の電子化が推進されています。
今回は医師免許証と健康保険証のICカード

（integrated circuit card） 化について本稿記
載2021年2月19日時点での知見に基づき述べた
いと思います。

医師免許資格のICカード化については現在政
府が計画している個人番号カード（通称「マイナン
バーカード」：以下 マイナンバーカード）制度の利
活用案※1 と公益社団法人日本医師会によってIC
カードとしてすでに発行されている医師資格証※2と
があります。

菅義偉首相が看板政策に掲げる「デジタル改革
関連法案」は2月9日に閣議決定がなされました※１。

閣議決定した「デジタル改革関連法案」は、「デ
ジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」
「デジタル社会の形成を図るための関連法律の整
備に関する法律案」「公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関
する法律案」「預貯金者の意思に基づく個人番号
の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
案」「地方公共団体情報システムの標準化に関す
る法律案」の6種の法案からなっています※3。

側にとっても安心してサービスを受けられることに
繋がる。
と記載され、医師免許については4の項目での

活用が期待されています。

本システムの整備についての流れですが、令
和2年6月5日 のデジタル・ガバメント閣僚会議に
おける官房長官の指示の下、設置された「マイナ
ンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ において、「国家資格証の
デジタル化」が課題の一つに位置付けられ、同年
12月 11日にその実現に向けた工程表がとりまとめ
られました。

また、デジタル・ガバメント実行計画（令和2年
12月25日閣議決定）において、令和6年度を目
途に、国家資格等管理システム（仮称）を構築し、
運用を開始することとされ、内閣官房情報通信技
術（IT）総合戦略室を中心に検討が進められてい
ます。

今般の社会保障に係る資格におけるマイナン
バー制度の利活用の検討の対象資格を含めた多
くの国家資格等において当該システムを活用し、
デジタル化を進めることを目指すこととしています※8。

マイナポータルは、政府が運営するオンライン
サービスです。子育てや介護をはじめとする行政

医師免許などの国家資格証もマイナンバーカー
ド（図1）※4 に集約されるとした法案があります。
医師免許については「デジタル社会の形成を図る
ための関連法律の整備に関する法律案（仮称）」
にもりこまれており、デジタル改革関連法案の全体
像（図2）をみますと「医師免許等の国家資格に関
する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

（マイナンバー法等改正）」と記されています※3、5。

厚生労働省では「社会保障に係る資格におけ
るマイナンバー制度利活用に関する検討会」（以
下、検討会）が2020年10月20日の初回の会合
がなされ検討が始まりました※6。

本検討会によれば、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、リハビリ専門職種、介護福祉士、
介護支援専門員などの31職種（表1）を対象とし
て、資格に関連する届け出（得喪など）、就職に
当たっての資格証明、離職中の就業支援に関し
て、マイナンバー制度（マイナンバー・マイナン
バーカード）の利活用を進めていくとされています。
今後の議論によっては、さらに対象職種が拡大し
ていくことも考えられます※6。

「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制
度利活用に関する検討会（第3回）」の報告書

（案）※7によりますと

マイナンバー制度の利活用によって期待できる
事項は以下のとおりである。

1.各種届出時の添付書類の省略
マイナンバーの提供があった者については、住民
基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバーに
よる情報連携を行うことで、各種手続時に求めら
れていた、戸籍抄（謄）本や住民票の写しの添付
が不要となる。

2.各種届出のオンライン化
マイナンバーカードを保有している者については、
マイナンバーカードの電子証明書を活用し、マイ
ナポータルを利用することで、オンラインでの各種
届出が可能となる。

3.各種届出の漏れの防止等
マイナンバーの提供があった者については、資格
管理者側で登録事項の変更について把握するこ
とが可能となり、資格保有者から届出がない場合
でも、資格管理者側から届出勧奨や職権修正が
可能となるため、手続漏れによって資格管理簿の
更新が滞ることを防ぐことが可能となる。

4.資格保有の証明・提示
マイナンバーカードを保有している資格保有者に
ついては、マイナポータルを活用して、事業者や
利用者に対して、自身の保有している資格情報
について、電子的に証明又は提示することが可
能となる。また、資格保有者を雇用する事業者
にとっても雇い入れた資格保有者の資格の確認、
管理を電子的に行うことが可能となるほか、利用

手続がワンストップでできたり、行政機関からのお
知らせを確認できたりします。マイナポータルで提
供される具体的なサービスを表2に示します※9。
このマイナポータル を通じて 、行政機関だけ

ではなく企業や市民団体等の民間組織に対しても
API（Application Programming Interface）
として提供することで、自己 情報や検索機能を
活用した新たな行政サービス・民間サービスの開
発に つながることが期待されています。
このマイナポータルのAPI 提供 機能の活用や

API連携による活用をした「国家資格等管理システ
ム（仮称）」の、社会保障に係る 資格情報につい
ての利便性については以下が挙げられています※8。

●社会保障に係る資格情報が住民基本台帳ネッ
トワークシステム及びマイナンバーによる情報連
携の対象となることで、これらの取組と同様に、
利用者が民間アプリに登録を行うことで、その
情報を第三者に提示し、各種の手続や情報収
集に活用できることになる。現時点において、
具体的な構想があるものではないが、検討会
における議論の中で、いくつかの資格団体か

ら、会員組織の研修・講習受講実績の管理、
情報提供への活用の意向も示された。これら
についても資格保有者個人の利便性の向上に
つながることが期待される（図4）※10。

公益社団法人日本医師会が発行する、カード
タイプの医師免許証のことを医師資格証と言いま
す※2。
「医師資格証」の特徴として医師資格証の中に

はカード内のICチップに医師資格を証明するため
の電子証明が格納されています。これによりコン
ピューターやICカードリーダーを用いて、電子署
名の機能や地域医療ネットワーク等の認証のため
に利用することができる※11という特徴があります。

さらに近年稀に発生するなりすまし医師を防止
するために偽造防止加工を施しており、医師資
格保有者であることをICカードの券面に記載※11

など、対策もしっかりとしていることが特徴です。

医師資格証の運営団体は公益社団法人日本
医師会です。

ITを活用するという方向性の中で最も問題視さ
れたのがセキュリティーの面です。そこで、安心、
安全にシステムを利用できるように医師会が公開
鍵基盤（PKI）の枠組みを使って「日本医師会認
証局」を立ち上げました。医師資格証はこの日本
医師会認証局が運営をしています※12。
この日本医師会認証局の設置によって医師資

格証は誕生しました。
日本医師会認証局設置の歴史を見てみます。

●日本医師会第5回理事会（2013年5月14日）※13、14

協議事項
31. 日本医師会電子認証センター設置の件（提
案・石川常任理事）
医師資格等の保健医療福祉分野の国家資格
を、ITの世界や現実の世界の上で証明すること
を目的に、日医の内部付属機関として標記のセ
ンターを設置することについて、協議願いたい。

― 提案どおり決定。
32. 日本医師会事務局組織再編成の件（提
案・三上常任理事）
日本医師会電子認証センターを内部付属機関
として設置することについて、協議願いたい。
― 提案どおり決定。

●日本医師会第18回常任理事会（2013年9月24日）※15

35. 認証局で発行するカードの券面タイトルの件 
（提案・石川常任理事）
日医認証局で発行する標記券面のタイトルにつ
いて、「医師資格証」とすることについて、協議
願いたい。
― 提案どおり了承。

上記のような経過で医師資格証の申請受付は、
平成 25 年度日本医師会医療情報システム協議
会（日医協）の会場に設けられた申請ブースで平
成 26年2月8日（土）から開始されました※16、17。

発行状況（図3）※18を見ますと2020年12月25
日集計 で17,698件となっています。

日本医師会は2016年6月8日の会見で、「全
ての医師への医師資格証の普及」などを掲げる
「日医IT化宣言2016」を公表しました。また、日
医の医師資格証の発行が5月末までの申請で
5092枚になったと報告しました。3月末までの発
行数は約2700枚でしたが、2016年度診療報酬
改定で、医師資格証などを使った診療情報の電
子的なやり取りが点数化されたことを受け、急速
に枚数が伸びていると言われています※19。

日本医師会による2016年10月6日の会見で
は、石川広己常任理事が日医のICT戦略につ
いて説明しました。それによりますと、「日医が発
行する医師資格証の申請数は2016年9月末まで
で6969件。発行を開始した2014年2月から今
年3月までの申請数は2774件だったが、日医会
員の発行手数料・年間利用料が無料になったこ
とや、診療報酬改定により医師資格証を用いた
診療情報提供書への電子署名が算定可能となっ
たことで、4月以降の申請数が急激に増加した。」
とのことで、石川理事は、今後も医師資格証の
普及を進めたいとしています※20。

大阪府医師会の総務課企画室の松本様により
ますと2020年10月17日時点での医師資格証の
発行については、府全体で府医会員での取得者
数は1,015名で取得率は5.82％、大阪医科大で

府医会員数での取得者数は11名で取得率は
2.07%でした（表3）

医師資格証に記載されるのは、以下の7項目
となります※11。

●氏名、生年月日

●日本医師会の会員ID、医籍登録番号：日本
医師会の非会員の方は「非会員」と印字されま
す。

●医師資格証の有効期限：医師資格証の有効
期間は5年間です。

●HPKIロゴ：2017年1月発行分より印刷されま
す。HPKIは保健医療福祉分野の公開鍵基盤

（Healthcare Public Key Infrastructure）の
略称で厚生労働省が所管する医師を始めとする
26個の医療分野の国家資格を証明することがで
きる仕組みを持っているという特徴があります※12。

●医師資格証所持者の写真：発行申請書に貼
付した写真が印刷されます。

●カードID：医師資格証ごとに、一意のIDが
付与されます。

●医師資格証の発行日：申請日とは異なりますの
で注意が必要です。
医師資格証の外観を図（図5）に示します※21。

医師資格証を手に入れようと思っても何に活用
できるかわからない、活用できなければ所持して
いても意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれま
せん。医師資格証にどのような活用方法があるの
かをご紹介します。

1.身分証明症としての利用
医師資格証を最も活用するタイミングが身分証明
症としての利用となるかと思います。身分証明症

としての利用例がいくつか挙げられています。

A）採用時の資格確認
平成29年に医療機関等の採用時に医師免許
証と同様に医師資格証の提示による資格確認
も認められています※22。これは「公益社団法人
日本医師会が発行する医師資格証の提示によ
る医師の資格確認について」という通知（図6）
※23、24、が平成29年12月18日付で発出された
ため、採用時に「医師資格証」を提示すること
で『医師免許証と同様に医師資格を確認しても
よい』ことになったと日本医師会の石川広己常任
理事により平成29年12月20日に説明されてい
ます※25。

B）災害時の資格確認
災害時などの緊急時に医療資格証を提示する
ことによって医師であることを証明することができ
ます。日本医師会では、JMAT等、災害時に
おける医療チーム派遣時にも医師資格証を携
帯することを推奨しています※22。

C）JAL DOCTOR 登録制度
JAL DOCTOR登録制度とは、JALグループ
が国内航空会社で初めて行っている取り組み
で、JALグループ便の機内で急病人や怪我人
が発生し、医療援助が必要となった場合、登
録いただいた医師の方へ客室乗務員が直接
声掛けをする制度（図7）※26になります。

2.ITでの利用シーン
ITを活用する場面でも医師資格証を利用するこ
とができます。どのように利用出来るのかその利
用方法をご紹介いたします。

A）HPKI電子署名
電子化された医療情報文書に対して、診療情
報提供加算の要件のひとつであるHPKI署名
を付与することができます※22。
コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見
書、処方箋など、医師の署名・捺印の必要な
文書を作成した場合に利用可能です。医師資
格証を使って、電子署名（電子印鑑）をすること
で、紙に印刷して署名・捺印しなくてもよくなりま
す。電子的な署名の効力は、電子署名法で保
証されています。また、署名後の文書が変更

（改ざん）された場合、改ざん検知できるようにな
ります。この電子署名をした紹介状等は、地域
医療連携システム（あじさいネット）などの暗号化
された安全な回線を利用したネットワークの中で
の遣り取りが可能となっており、診療報酬の算定
も可能となりました（検査・画像情報提供加算及
び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届
出書の提出が事前に必要です）※27。

B）講習会の受付
生涯教育制度、認定医制度、かかりつけ医
機能研修制度等、各種研修会でカードをかざ
すだけで受付を行うことができます。しかしなが
ら、利用は「医師資格証向け出欠管理システ
ム」が導入されている医師会に限られるため、
導入の有無を直接開催者に確認する必要があ
ります※22。

C）研修会受講履歴・単位管理
医師資格証のポータルサイトにログインすること
で受講した研修会の履歴や単位管理を行うこと
ができます※22。

D）ログイン認証
日本医師会が運営する地域医療連携ネットワー
クや、ASP（Application Service Provider）電
子署名システム等へのログイン認証のときに使用
することができます※22。

E）MEDPost（文書交換サービス）の利用
日本医師会が提供しているMEDPost（文書交
換サービス）を利用するときの認証に必要となり
ます※22。

3.他
広島県では医師資格証での会館の駐車場利用
料の減免特典を導入しています※28。

①日本医師会会員
初回発行時の発行手数料は0円（従来の年間
利用料は廃止となりました）
有効期限が切れる5年後の更新時 及び 再発
行時は発行手数料として￥5,000（税別）の費用
がかかります。
②非会員

発行事務手数料￥5,000（税別）
年間利用料￥6,000（税別）

【最初の申請年は、発行手数料と年間利用料の
合計￥11,000（税別）が費用としてかかります。】※27

検索する限り以下の記載が見出せましたので
記載いたします。
「医師免許証がカードにされれば、医師免許が

更新制とされる恐れがあります。そのためにも、日
本医師会が取り組んでおります医師資格証を普
及推進することで対応すべきと考えております。
本日お越しの先生方は既に持っておられると思い
ますが、地元に戻られましたら医師資格証の取得
を勧めていただくようお願いいたします※29。」
「厚労省は医師免許証のカードによる発行も検

討しております。資格確認は5年ごとにしても免許
証の更新はしないとしておりますが、10年前に教
員免許が更新制度になりましたので、医師免許も
そうならないとも限りません※29。」
「令和元年度第2回都道府県医師会長協議会

での報告（2）によりますと医師資格証の今後につ
いて、長島公之常任理事は、HPKIの普及はも

とより、マイナンバーカードと医師資格の一体化を
排除するためにも、現在の医師免許証を紙から

『HPKI機能付きカード型』に切り替えることを日医
の方針として、厚生労働省と協議中であることを
説明。ただし、HPKIの更新と医師の資格更新
が結びつくことへの懸念もあることから、①医師免
許証とHPKI機能を分離する②既に取得した免
許証は、カードへの切り替えの義務はないとする
③資格更新制への不安・心理的抵抗を払拭す
る対応を行う―という条件を満たさない限りカード
化には協力しないことにしているとして、理解を求
めた※30。」

上記3点が発表資料として見出せました。

内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3
月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号
カードも健康保険証として利用できるようにする予
定です※31、32。当初は2017年（平成29年）7月か
ら実施される予定でしたが、個人情報漏洩の懸
念などから延期されています。健康保険証として
利用するためには、事前の情報提供ネットワーク
システム（マイナポータル）での申し込み、または医
療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付き
カードリーダーでの申し込みが必要です※33。情報
提供ネットワークシステムでの申し込みは、2020
年8月7日より開始されました。

受診者本人がカードリーダーに個人番号カード
をかざし、ICチップに格納された利用者電子証
明書などを読みとらせ、保険資格を保険資格確
認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や
顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが
計画されています※31、33、34。

受診者本人が、受診当日に個人番号カードを
使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付
きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情
報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者

が、過去最大5年分の特定健康診断情報（医療
機関機関のみ）や過去最大3年分のレセプト情報
を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予
定です※33。

顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影
した顔画像と個人番号カードのICチップに格納さ
れている券面アプリケーションの顔画像が使用さ
れる予定です※31、33、34。

厚生労働省のHP※35を見ますと6つのメリットが
あるとされています※36。 

①健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越ししても健康保険証の切替
えを待たずにカードで受診できる。

②医療保険の資格確認がスピーディに
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざ
せば、スムーズに医療保険の資格確認ができ
る。

③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が
不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制
度における限度額以上の支払が免除されます。

④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の特定健診情報を2021
年10月（予定）から自分の薬剤情報を確認でき
るようになります。

⑤医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するな
ど、保険者等の事務処理のコスト削減につな
がります。

⑥マイナンバーカードで確定申告の医療費控
除も便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報
を確認できるようになる（2021年10月予定）。ま
た、2021年分所得税の確定申告から、医療
費控除の手続きをマイナポータル経由で自動入
力が可能になる。
上記6点が掲載されています。
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受診者は、医療機関の窓口に設置される顔認
証付きカードリーダーにカードをかざした上で、顔
認証またはカードの4桁の暗証番号を入力。これ
により医療機関は、患者に保険診療を受ける資
格があるかどうかを専用のシステムを通じ確認でき
ます。

一方で、カード利用に必要な医療機関や薬局
側のカードリーダーの申込率は厚労省によると、
20年12月13日時点で全体の19.5％で2割程度
にとどまり、厚生労働省は財政支援の強化などを
通じ準備加速を促しています※37。

オンライン資格確認を導入する医療機関には国
から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関し
て一定の補助を受けることができます。

もともとは基準とする事業額を上限に2分の1を
補助するとしていました。しかし、2020年11月
17日に、オンライン資格確認のシステム改修によ

る追加的財政補助が決定しました。それによりま
すと「2021年3月末までに顔認証付きカードリー
ダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という
制限はありますが加速化プランということで、従来
の一部補助から定額補助が行われることになりま
した。これにより補助上限までは医療機関・薬局
の自己負担なし（図8）となりました※38、39。 

今回は、医師免許証と健康保険証のICカード
化について記載いたしました。




